
開示等の請求方法、手続きについて 

 
個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号 以下「個人情

報保護法」といいます。）及び行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」といいます。）の

用法に従います。）に基づき、本会の保有個人データの利用目的の通知を求める場合

（以下「利用目的の通知請求」といいます。）、本会の保有個人データ若しくは第三者

提供記録について開示を求める場合（以下「開示の請求」といいます。）、内容の訂正、

追加又は削除を求める場合（以下「訂正等の請求」といいます。）、あるいは利用停止、

第三者への提供の停止又は消去を求める場合（以下「利用停止等の請求」といいま

す。）は、以下の手続によって下さい（上記各請求を、以下「開示等の請求」と総称

します。）。 

 

１．開示等の請求には、以下の書類等が必要です。 

① 開示等の請求書 

② 本人確認のための書類 

③ 手数料 

 
２．開示等の請求書 

本会所定の書式を用いて下さい。個人情報保護法第３７条の規定により、所定

の書式以外での請求には応じかねます。 

 

３．本人確認のための書類 

開示等を請求する際には、本人確認のため下記の書類の提示又は提出が必要で

す。なお、本会は、提示され、又は添付された書類をコピーさせていただきます。 

（Ａ）開示等請求者本人が窓口に来会される場合

下記のいずれかの書類を提示して下さい。 

(1)運転免許証 (2) 旅券(パスポート) (3)各種年金手帳

(4)各種福祉手帳 (5)各種健康保険証  (6)在留カード 

(7)特別永住者証明書 (8)マイナンバーカード 

（Ｂ）代理人が窓口に来会される場合 

代理人であることを示す開示等請求者の実印を押印した委任状及び印鑑登録 



証明書を提出するとともに、代理人に関する前記(1)～(8)の何れかの書類を提

示して下さい。 

（Ｃ）郵送による場合 

前記(1)～(8)の何れかの書類の写しの書類のほか、水道料金、電話料金(固

定電話のものに限ります。)、ガス料金又は電力料金の請求書又は領収書を添

付して下さい。 

（Ｄ）代理人が郵送によって開示等を請求する場合 

代理人に関する前記(1)～(8)の何れかの書類の写し、並びに代理人であるこ

とを示す開示等請求者の実印を押捺した委任状及び印鑑登録証明書、並びに水

道料金、電話料金(固定電話のものに限ります。)、ガス料金又は電力料金の請

求書又は領収書を添付して下さい。 

（Ｅ）本人又は代理人が弁護士の場合 

開示等請求者又は代理人が弁護士の場合は、弁護士記章、身分証明書又は所

属弁護士会の印鑑証明書をもって前記(1)～(8)の書類及び水道料金、電話料金

(固定電話のものに限ります。)、ガス料金又は電力料金の請求書又は領収書に

代えることができます。 

 

４．手数料 

利用目的の通知請求及び開示の請求については、下記の手数料をいただきま

す（訂正等の請求又は利用停止等の請求については手数料をいただきません。）。

手数料の支払方法は、現金、又は現金書留によるものとします。 

① 請求手数料 ５００円（消費税別・請求時） 

② 開示の手数料 開示内容を記載した書面（ＣＤ－Ｒ等電子的記録でのデ

ータ提供も含む）を交付する場合は，Ａ４用紙１枚あた

り１０円（消費税別・開示時） 

③ 送料 実費（配達証明郵便） 

 
５．開示等の請求先、問合せ窓口は下記のとおりです。

大阪弁護士会 総務部総合管理課 

〒530－0047 大阪市北区西天満 1－12－5 

電話  06－6364－1225 



                                  

 

  年  月  日 

保有個人データ開示請求書 

大阪弁護士会会長 殿 

 

 請 求 者 フリガナ 

□ 本 人 

□ 代理人 
お名前                       印 

□ 会 員 （委任者名                          ） 

住所・電話番号（〒   －    ）（電話番号                ） 

 

 

 

（委任者住所                                 ） 

 

大阪弁護士会個人情報保護規則第１９条第１項に基づき、下記のとおり保有個人データの開示を請求します。 

記 

１ 請求する保有個人データの名称もしくは内容 

 

○ 当該個人データの特定とその内容（わかる範囲でできるだけ詳しくご記入ください） 

□有料・無料法律相談 

(相談場所：                        ) 

□人権救済申立  □私選紹介（当番）弁護士の申込み   

□懲戒請求   □紛議調停申立  □入会・登録換え・退会(弁護士) 

□その他                                            

□法律相談・弁護士紹介等の利用日時が確認できるもの 

○ 内 容 

 

 

                                                 

 

 

２ 求める開示の実施方法等 

 
 □ 来会しての開示の実施を希望する。 

   

 ＜実施方法＞ １ 閲 覧  ２ 写しの交付（1 枚あたり 10 円（税別）ＣＤ－Ｒ等電子的記録でのデータ提供も含む） 

 

 □ 写しの送付を希望する。※1 枚あたり 10 円（税別）の手数料のほか郵送費実費が必要となります。 

太線の枠内で必要事項をご記入頂き、該当項目にチェックしてください。 

 

※ ご記入頂いた個人情報は、貴殿からの開示等の請求に対する回答のための事務的手続、その他当会個 

人情報保護規則に基づく事務以外の目的に使用しません。また、開示等の求めに際し、ご提出いただい

た請求書等は返却いたしかねます。 

                            個人情報取扱事業者名 大阪弁護士会 



※ 大阪弁護士会使用欄（この欄には記入しないでください。） 

 

１ 本人が申請する場合 

本 人 

来会 
 □ 運転免許証    □ 旅券（パスポート）  □ 各種年金手帳  □ 各種福祉手帳 

 □ 各種健康保険証  □ 在留カード  □ 特別永住者証明書 □ マイナンバーカード 

郵送 

 □ 運転免許証    □ 旅券（パスポート）  □ 各種年金手帳  □ 各種福祉手帳 

 □ 各種健康保険証   □ 在留カード  □ 特別永住者証明書 □ マイナンバーカード 

 □ 水道局、電話（固定電話）会社、ガス会社、電力会社の請求書又は領収書 

弁護士   □ 記章  □ 身分証明書  □ 所属弁護士会の印鑑登録証明書 

 

２ 代理人が申請する場合 

代理人 

 

来会 

本

人

証

明 

 □ 運転免許証    □ 旅券（パスポート）  □ 各種年金手帳  □ 各種福祉手帳 

 □ 各種健康保険証  □ 在留カード  □ 特別永住者証明書 □ マイナンバーカード 

代

理

人

証

明 

 □ 運転免許証    □ 旅券（パスポート）  □ 各種年金手帳  □ 各種福祉手帳 

 □ 各種健康保険証  □ 在留カード  □ 特別永住者証明書 □ マイナンバーカード 

 □ 委任状（本人の実印が押印されたもの） 

 □ 印鑑登録証明書 

郵送 

本

人

証

明 

 □ 運転免許証    □ 旅券（パスポート）  □ 各種年金手帳  □ 各種福祉手帳 

 □ 各種健康保険証  □ 在留カード  □ 特別永住者証明書 □ マイナンバーカード 

 □ 水道局、電話（固定電話）会社、ガス会社、電力会社の請求書又は領収書 

代

理

人

証

明 

 □ 運転免許証    □ 旅券（パスポート）  □ 各種年金手帳  □ 各種福祉手帳 

 □ 各種健康保険証  □ 在留カード  □ 特別永住者証明書 □ マイナンバーカード 

 □ 水道局、電話（固定電話）会社、ガス会社、電力会社の請求書又は領収書 

 □ 委任状（本人の実印が押印されたもの） 

 □ 印鑑登録証明書 

弁護士   □ 記章  □ 身分証明書  □ 所属弁護士会の印鑑登録証明書 

 

備 考 欄 

 

 

総務部総合管理課 担当部署（      ） 

局長 
担当 

副会長 

担当 

副会長 担当者 
課長・ 

課長代理 
部長 担当者 

課長・ 

課長代理 
部長 
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